
1 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,809 1,600 - 136 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費 1,600

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

1,606 1,600 
⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発グッズ等の作成・配布【交付金】

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員及び担当職員が専門知識養成講座及び国民生
活センター等が実施する研修に参加し、相談員のレベル
アップを図る。【基金】

203 136 消費生活相談研修旅費 136

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

交付金等対象経費

222194

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

27 年度自治体コード

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金
事業経費

都道府県名 静岡県 市町村名 下田市 平成

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



2 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 啓発グッズ等の作成・配布（300個×３種類）、啓発カレンダーの作成（各戸配布　8,200世帯）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が実施する地区別消費担当者研修会を受講している。

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

相談員、職員の専門知識養成口座及び国民生活センターなどが主催する研修に参加をし、より高度な専門知識を習得する。



3 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-18                  千円 前年度差 34                   千円20年度差

千円

160                 

千円

千円

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

247                 

千円

千円

2,017                 

1,736              

千円

千円

281                 

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

299                    

407                    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象外経費

うち先駆的事業 千円
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

人

相談員総数

相談員数

相談員数

前年度における雇止めの有無 無

1            消費生活相談員の配置

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人

今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 今年度末予定相談員数 1            人

人

1            

人

うち委託等の相談員 前年度末

人 今年度末予定

1            

相談員数 人

前年度における首長表明の有無 無

①報酬の向上

④その他

③就労環境の向上

○ 国民生活センター及び県開催の研修参加の旅費及び研修費（教材費を含む。）を支援する。②研修参加支援

相談員数



5 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

- 62 合計 79 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

旅費62

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談担当職員の県内外での研修参加
【基金】

79 62 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

都道府県名 静岡県 市町村名 東伊豆町 自治体コード 022301

市町村事業計画様式
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県東部開催の研修のみに参加

（強化） 県開催の研修会(静岡3日、沼津5日）、レベルアップにつながる研修会(東京1日)に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -62                  千円 前年度差 -37                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 37                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 99                     千円

うち交付金等対象経費 62                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 74                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 77                   千円

平成20年度の消費者行政予算 99                     千円

前年度の消費者行政予算 151                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

519 - 合計 519 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品費５１９

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者啓発用冊子の全戸配布（3,000部）【交付
金】

519 519 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

223026 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 河津町 自治体コード



10 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者行政啓発冊子を作成し全戸に配布する（3,000部）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 64                    千円 前年度差 -8                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 173                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 692                    千円

うち交付金等対象経費 519                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 181                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 519                 千円

平成20年度の消費者行政予算 109                    千円

前年度の消費者行政予算 700                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



12 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



13 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

250 50 合計 350 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費250千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発グッズの配布による啓発活動【交付金】 300 250 

旅費50千円

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談担当職員の研修参加を支援する【基
金】

50 50 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

223042 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 南伊豆町 自治体コード



14 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止の啓発グッズの作成

（強化） 消費者被害防止の啓発グッズの作成啓発グッズの作成数、種類、形態の増加によるさらなる消費者被害防止

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県主催の研修参加分旅費の支給（担当職員参加による）

（強化） 研修参加機会の増加、増加分の旅費の支給（担当職員参加による）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



15 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -50                  千円 前年度差 -50                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 50                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 350                    千円

うち交付金等対象経費 300                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 100                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 430                 千円

平成20年度の消費者行政予算 100                    千円

前年度の消費者行政予算 530                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



16 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



17 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

- 119 合計 845 698 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品費：33、印刷製本費：665

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発グッズの購入、啓発用リーフレット等の作成【交
付金】

698 698 

旅費：95、通行料：7、駐車料：17

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

職員の研修参加旅費【基金】 147 119 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

223051 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 松崎町 自治体コード



18 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 町広報での周知や、既存のものを輪転機で印刷したチラシの配布。

（強化） わかりやすくＰＲ効果の高い啓発用リーフレット、グッズ等を作成し、イベントでの配布や町内全世帯へ配布。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 東部地区で開催される事例研究会等への参加。

（強化） 県内外で開催される研修会、講座への参加。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



19 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -45                  千円 前年度差 -42                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 48                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 865                    千円

うち交付金等対象経費 817                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 90                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 753                 千円

平成20年度の消費者行政予算 93                     千円

前年度の消費者行政予算 843                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



20 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数 -            

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -            人

-            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



21 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

- 116 合計 529 384 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（消耗品334・委託料50）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害の未然防止・拡大防止のためのリーフ
レット等の作成及び配布、消費者研究会への啓発
活動委託【交付金】

384 384 

(旅費143・駐車料2）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当者のレベルアップのための研修参
加旅費【基金】

145 116 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

223069 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 西伊豆町 自治体コード



22 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存） なし

（強化）
消費者被害防止のリーフレット（4000部）を作成し、全世帯に配布する。啓発用品（500個）を作成し、町のイベント（3回）、及び高齢者訪問時、高齢者の集
会にて配布する。消費生活研究会に委託をし、消費者関係の紙芝居や出前講座などの啓発活動をする。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 予算範囲内で研修に参加

（強化） 県開催の研修会（年7回程度）及び国等開催の研修（年2回）に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



23 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -61                  千円 前年度差 -23                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 149                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 649                    千円

うち交付金等対象経費 500                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 172                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 432                 千円

平成20年度の消費者行政予算 210                    千円

前年度の消費者行政予算 604                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



24 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無

前年度における雇止めの有無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



25 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

- 59 合計 264 205 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費205

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止用の啓発商品購入【交付金】 205 205 

旅費59

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

担当職員及び相談員の県内研修への参加支援
【基金】

59 59 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222054 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費
交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 熱海市 自治体コード



26 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止用の啓発品を購入し、キャンペーン等で配布

（強化） 消費者被害防止啓発冊子（300冊）を作成し、新成人に配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内の研修会に職員と相談員が参加

（強化） 県内の高度専門消費生活研修等に延べ６回参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



27 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -18                 千円うち交付金等対象外経費 596                 千円 20年度差 -427                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 264                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象外経費 614                 千円

今年度の消費者行政予算 860                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 294                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

平成20年度の消費者行政予算 1,023                 千円

前年度の消費者行政予算 908                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



28 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県の研修会への参加旅費を支援する。

③就労環境の向上

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数



29 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,816 49 合計 2,571 300 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費300

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消耗品の購入等【交付金】 394 300 

旅費４９

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者ホットライン等による消費相談の対応等【交
付金】

2,077 1,773 賃金1,773

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

職員、相談員等の各種研修会への参加【基金】 53 49 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

役務費４３

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

パイオネット対応用ＬＧＷＡＮ端末変更費用【交付
金】

47 43 

222089 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 伊東市 自治体コード



30 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発品の購入

（強化） 啓発品を購入、啓発チラシを作成し、イベント等で配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 職員、相談員が主に県内で実施される研修会へ都合により参加している。

（強化） 職員、相談員が県内外を問わず、実施される研修会へ参加する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎週月曜日１３時から１５時まで消費生活相談員による相談窓口を設置。それ以外は担当職員１人で対応している。

（強化） 消費生活相談の対応、パイオネット入力事務、出前講座等を実施するため、消費者行政担当臨時職員を雇用する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） パイオネット刷新に伴うＬＧＷＡＮ端末変更費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



31 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 1,495                千円 前年度差 12                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,024                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,773                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 4,189                 千円

うち交付金等対象経費 2,165                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,012                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,773                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,343                 千円

1        1,773      

平成20年度の消費者行政予算 529                    千円

前年度の消費者行政予算 4,355                 千円

1        1,822  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



32 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県内外研修会参加への旅費の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 3            

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

2,058 154 合計 4,148 1,936 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費1,923、備品購入費13【27当初】
報償費129、旅費45、需用費1,456【26補正】

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

一人暮らし高齢者支援者（民生委員等）向け指導
冊子、中学生・新成人向け消費者教育冊子等、年
齢階層や特性に合わせた消費者教育（啓発）のた
めの資材の作成・購入及び高校生向け出前講座等
実施用のＤＶＤの整備、一般高齢者向け啓発のた
めの頒布資材の作成・購入及び消費者教育推進
計画策定に向けた「沼津市消費者教育の在り方検
討懇話会」の運営【交付金】

3,566 1,936 1,630 

旅費134、研修参加負担金20

⑧消費生活相談体制整備事業
あっせん業務の円滑な実施に向けた消費生活相
談員の処遇改善のための月額賃金等の引き上げ
【交付金】

418 418 共済費57、賃金361

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等主催の研修に参加【基金】 154 154 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

需用費10

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活相談員の食品表示法施行時の対応力強
化に向けた参考図書の整備【交付金】

10 10 

平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

都道府県名 静岡県 市町村名 沼津市 自治体コード 222038
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 国民生活センター作成の啓発冊子等を購入・配布するとともに、ホームページ等で情報提供。

（強化）

一人暮らし高齢者支援者（民生委員等）向け指導冊子（2,000部）、中学生（2,000部）・新成人（2,000部）向け消費者教育冊子等、年齢階層や特性に合わ
せた消費者教育（啓発）のための資材の作成・購入及び高校生向け出前講座等実施用のＤＶＤの整備【27当初】
一般高齢者向け啓発のための頒布資材（10,000部）の作成・購入及び消費者教育推進計画策定に向けた「沼津市消費者教育の在り方検討懇話会」の運
営【26補正】

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター主催の研修には、１年に消費生活相談員を１名出席させ、旅費を支給。

（強化）
国民生活センターをはじめとした各種研修に参加できる相談員を２名とするとともに、回数についても増加を図る。また、負担金を要する研修にも参加でき
るように負担金を負担する。さらに、消費者教育担当職員２名の研修参加支援も併せて行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の月額賃金（161,600円）及び社会保険料を負担。

（強化） 消費生活相談員の月額賃金を引き上げる（172,700円）とともに、増額分を含めた社会保険料を負担。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費者六法をはじめ、広範囲な法令改正に対応した参考図書を購入。

（強化） 食品表示法に関する参考図書を整備することにより、食品表示法施行に際しての対応力の強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 229                  千円 前年度差 111                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 7,889              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 418                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 12,037               千円

うち交付金等対象経費 4,148              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 7,778              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,421              千円

2        418         

平成20年度の消費者行政予算 7,660                 千円

前年度の消費者行政予算 11,199               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援 ○
国民生活センターをはじめとした各種研修に参加できる相談員を２名とするとともに、回数に
ついても増加を図る。また、負担金を要する研修にも参加できるように負担金を負担する。

③就労環境の向上

前年度における雇止めの有無 無

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額賃金を161,600円から172,700円に引き上げる。

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,012 98 合計 1,400 290 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

報償費294　消耗品570　通信運搬費18　委託料420

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

中学生出前授業用啓発リーフレット購入、消費者
教育推進計画策定、街頭キャンベーン、出前講座
用啓発リーフレット・グッズ購入、民生委員・介護ヘ
ルパー用見守り用リーフレット購入【交付金】

1,302 290 1,012 

旅費92　研修参加負担金6

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

静岡県主催及び国民生活センター主催の研修会
に相談員を派遣【基金】

98 98 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

自治体コード 222062 平成 27都道府県名 静岡県 市町村名 三島市

市町村事業計画様式
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 街頭キャンペーンや出前講座を実施。

（強化）
リーフレット・冊子・グッズ類を購入し、中学生や一般への出前講座や街頭キャンペーン、出張相談や啓発を実施。消費者教育を総合的かつ体系的に推
進するため消費者教育推進計画を策定

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 東部県民生活センター主催講座のみに参加。

（強化） 県主催及び国民生活センター主催の研修会に相談員を派遣。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -404                 千円 前年度差 -72                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,762              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 7,162                 千円

うち交付金等対象経費 1,400              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,834              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 711                 千円

平成20年度の消費者行政予算 6,166                 千円

前年度の消費者行政予算 6,545                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



40 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 各種研修会出席のための旅費を支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



41 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

204 195 合計 1,039 640 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

報償費58　消耗品費381　広告料201

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための教育、啓発、ＦＭを使っ
た啓発【交付金】

640 640 

旅費165　負担金30

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員等の県内外、国民生活センターの研修参加
支援【基金】

195 195 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

消耗品費4

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

懸案事例について、弁護士を招いて勉強会を行う
【交付金】

200 200 委託料200

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

センター機能強化のための参考図書購入【交付
金】

4 4 

222151 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 御殿場市 自治体コード



42 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 国・県・警察から送付されたチラシ・パンフレットを使って、講座の開催。

（強化）
外部講師を招いて消費生活講座（市民向け4回シリーズ）を開催。消費者教育の充実を図る。啓発用パンフレットの購入。
市民意識啓発冊子「くらしの豆知識」窓口配架・講座配布。　啓発用DVDの購入。FMラジオを使った啓発。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）
東部地域消費担当者研修は、担当者・相談員どちらかが出席。司法書士会主催研修は6回のうち１回のみ参加。
（社）日本損害保険協会等主催懇談会については欠席。宿泊を伴う出張はできない。

（強化） 相談員等の県内外、国民生活センター研修への参加支援。また、消費者教育推進に資するため、消費者教育講師養成講座への参加支援をする。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）
基金を活用して特商法の改正に伴う対応力の強化のための図書（『詳解特定商取引法の理論と実務第3版』等）を購入。
その他は、自己負担購入や研修時の配布物により、情報・知識を取得。

（強化） 法令・事例に係る図書を購入し、さらなるセンター機能強化・拡充を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 弁護士等との勉強会は行っていない。

（強化） 弁護士との勉強会を月一回行う。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



43 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 2,305                千円 前年度差 222                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,227             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 14,266               千円

うち交付金等対象経費 1,039              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,005             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 863                 千円

平成20年度の消費者行政予算 10,922               千円

前年度の消費者行政予算 13,868               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



44 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他 ○ 弁護士との勉強会を開催し、懸案事例などへの素早い対応、知識向上を支援

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県、司法書士会、国民生活センター等開催の研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 3            

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定



45 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

42 230 合計 710 428 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費252、報償費218

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発グッズ作成・消費者被害防止講座開催、啓発
冊子配布、司法書士多重債務相談実施【交付金】

474 428 42 

旅費230

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県内・外での研修への参加支援【基金】 236 230 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222208 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 裾野市 自治体コード



46 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 国民生活センターの「発行者名義差替え印刷」で高齢者向けのパンフレット1,000部作成。警察職員を講師に招き振込め詐欺注意喚起

（強化） 啓発用パンフ、冊子の作成。外部より講師を招き消費者被害防止啓発講座を開催。司法書士による多重債務相談の実施。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員の自費により参加

（強化） 県内外で開催される研修に参加する相談員等の旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



47 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -654                 千円 前年度差 1                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4,150              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 4,850                 千円

うち交付金等対象経費 700                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4,149              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 703                 千円

平成20年度の消費者行政予算 4,804                 千円

前年度の消費者行政予算 4,852                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



48 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターの研修への参加旅費を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



49 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

- 65 合計 928 863 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費833　報償費30

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発冊子等の購入、出
前講座の開催【交付金】

863 863 

旅費65

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員と担当職員の研修参加支援【基金】 65 65 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222224 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆市 自治体コード



50 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発冊子、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、啓発ｸﾞｯｽﾞを購入し窓口やイベント等にて配布、出前講座の開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 予算の範囲でその都度参加

（強化） 相談員・担当職員が研修会に参加できるよう旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



51 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 466                  千円 前年度差 -21                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 557                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,485                 千円

うち交付金等対象経費 928                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 578                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 861                 千円

平成20年度の消費者行政予算 91                     千円

前年度の消費者行政予算 1,439                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



52 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県内開催の研修会に参加できるように旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



53 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

670 65 合計 735 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

旅費 65

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員による相談日の拡大・報酬ＵＰ。
【交付金】

670 670 報酬 612　費用弁償 58

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県内の県主催研修会等への参加。【基金】 65 65 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222259 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆の国市 自治体コード



54 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県（県東部県民生活センター）開催の研修会等への出席。

（強化） 消費生活相談窓口の高度化、研修会等への出席。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員による消費生活相談実施（月２回）。

（強化） 有資格相談員による相談を実施、相談日数の拡大（月２回から週２回実施）、日額報酬ＵＰ（5,500円から7,300円）相談時間を５Ｈから６Ｈに延長。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



55 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 115                  千円 前年度差 18                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 407                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 670                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 1,142                 千円

うち交付金等対象経費 735                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 389                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 656                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 754                 千円

2        670         

平成20年度の消費者行政予算 292                    千円

前年度の消費者行政予算 1,143                 千円

2        468     

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



56 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員が研修会等に参加する際の旅費を支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬5,500円を7,300円にＵＰ。（H24.4月～勤務時間を５Ｈから６Ｈに延長）

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



57 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,318 24 合計 2,284 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

旅費24

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員（１名）【交付金】 2,184 1,242 報酬1,070 費用弁償18　保険料等154

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県及び国民生活センター主催の研修に参加【基
金】

24 24 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

センターＰＲ資材70,図書雑誌6

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

センターＰＲ資材、参考資料の購入【交付金】 76 76 

022325 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 函南町 自治体コード



58 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 行政職員の県内研修への参加支援

（強化） 県及び国民生活センター主催の研修へ職員と相談員１名が参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員への報酬、費用弁償、保険料等

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費生活センターのＰＲ実施(グッズの作成・配布)、相談業務に使用する図書等の購入

（強化） 消費生活センターの更なるPＲ実施(グッズの作成・配布)、多様化する相談業務の参考とする図書等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



59 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 801                  千円 前年度差 -67                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,092              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,242                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 2,434                 千円

うち交付金等対象経費 1,342              千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,159              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,250                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 1,335              千円

1        1,242      

平成20年度の消費者行政予算 291                    千円

前年度の消費者行政予算 2,494                 千円

1        1,550  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



60 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県及び国民生活センター主催の研修への参加を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



61 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,330 173 合計 4,765 1,097 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品費997　印刷製本費70　報償費30

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発活動（啓発用消耗品
購入、リーフレット作成、講座等講師謝金）【交付
金】

1,097 1,097 

旅費167　研修参加負担金6

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の給与、各種手当、社会保険料等【交付
金】

3,495 2,330 賃金2,142　社会保険料等188

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等の研修への参加旅費等【基
金】

173 173 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

223417 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 清水町 自治体コード



62 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 振り込め詐欺、悪質商法被害防止のための啓発の実施

（強化）
啓発活動の強化として、高齢者向け啓発リーフレットを2,000部購入し、イベントで配布。街頭啓発用の啓発品を1,000個購入し配布。消費生活講座を年２
回実施

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内で開催される研修に相談員３名が参加

（強化） 県内で開催される研修のほか、国民生活センター主催の研修への職員２名及び相談員１名の参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員（週１回勤務）の報酬及び費用弁償

（強化） 平成22年度より、相談員を非常勤職員（週５回勤務）として雇用し、相談体制を強化。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



63 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 825                  千円 前年度差 51                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,165              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,330                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 4,765                 千円

うち交付金等対象経費 3,600              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,114              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,227                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,442              千円

1        2,330      

平成20年度の消費者行政予算 340                    千円

前年度の消費者行政予算 4,556                 千円

1        1,891  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



64 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センター等の開催する研修への参加旅費及び負担金を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



65 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,576 40 合計 2,262 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費99

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

パンフレット・啓発資料等の作成、配布【交付金】 99 99 

旅費40

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員1名の配置【交付金】 2,102 1,456 賃金1,456

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員が研修に参加【基金】 40 40 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

需用費21

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談体制の空白を解消するための消費生活セン
ターの周知【交付金】

21 21 

223441 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 小山町 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） パンフレット・啓発資料等の作成・配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 毎年開催されている県内の研修会に参加

（強化） 県内の研修に10回以上参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 非常勤相談員1名

（強化） 常勤相談員1名の雇用

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）
21年度にｾﾝﾀｰを新設し、基金を活用して参考図書(「消費者六法(2012年版)」「特定商取引法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」)他6冊を購入したが、様々なｹｰｽの消費生活相
談には不足している。）に対応するためには不足している。

（強化） 相談体制の空白を解消するため、パンフレット等による消費生活センターの周知

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



67 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 563                  千円 前年度差 -5                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 729                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,456                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,345                 千円

うち交付金等対象経費 1,616              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 734                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,467                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,684              千円

1        1,456      

平成20年度の消費者行政予算 166                    千円

前年度の消費者行政予算 2,418                 千円

1        1,937  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



68 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県内の研修に10回以上参加する旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

8,832 483 合計 11,710 2,395 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

旅費40

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

食品表示に関する研修参加支援【交付金】 40 40 

消費者教育推進計画策定に係る委託料2,133、消費者
教育推進計画策定の為の検討会の委員報償費288と旅
費7、消費者教育推進計画策定に係るパブコメのための
印刷費50、ラジオ放送役務費981、備品購入費（ノートパ
ソコンとプロジェクター）195、啓発冊子等需用費2,467、
第1回ふじのくに消費者教育推進東部・賀茂地域連絡
会議参加2

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育推進計画策定支援業務の委託【26補
正】、消費者教育推進計画策定の為の検討会の開
催（委員11名、3回）【26補正】、消費者教育推進計
画策定に係るパブコメのための資料印刷【27当
初】、コミュニティFMでの相談事例の紹介番組とセ
ンターの広報【26補正】、地元大学・看護専門学校
で啓発冊子の配布（1,000部）【26補正】、出前講座
で使用するノートパソコンとプロジェクター購入【26
補正】、市内中学生に対して啓発冊子の配布
（3,300部）【27当初】、市内高齢者世帯へ啓発冊子
の配布(14,000部）【27当初】、悪質商法紹介回覧
板の配布（2,000冊）【27当初】、第1回ふじのくに消
費者教育推進東部・賀茂地域連絡会議参加【27当
初】

6,123 2,395 3,728 

旅費446、研修参加負担金37

⑧消費生活相談体制整備事業
相談・啓発の強化のために消費生活相談員を増員
（1名）、消費生活相談員の勤務時間増加（3名）【交
付金】

4,991 4,991 賃金4292、共済費699

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員及び職員の研修への参加支援（８名　延べ
41回）【基金】

483 483 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

備品購入費73

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

増員する消費生活相談員１名分の机と椅子購入
【交付金】

73 73 

222101 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 富士市 自治体コード



70 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）
（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）
（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存） 食品表示に関する研修には不参加

（強化）
平成25年度からJAS法（平成27年4月より食品表示法）の食品表示に係る部分が県から権限移譲された為、職員及び相談員計４名、計６回食品表示に関
する研修への参加を支援。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

「悪質商法」については、消費者啓発講座等や広報紙で注意を呼びかけている。
市のホームページ、広報紙及びローカル紙で消費生活センターの広報を行っている。
消費者啓発講座では、啓発冊子を配っている。
消費者教育推進計画はない。

（強化）

（消費者教育推進計画策定）計画策定の為に支援業務を委託する。その中で、パブコメをするために必要な資料を印刷する。
（消費者教育推進計画策定検討会　11名3回）計画策定の為の検討会を開催する。
（第1回ふじのくに消費者教育推進東部・賀茂地域連絡会議）参加のため旅費を支出する。
（ラジオ放送　番組月1回、CM週3回）コミュニティーＦＭのを活用することで消費生活センターのＰＲを強化し、相談事例の紹介をして注意を呼びかける。
（これから社会に出る若者向け啓発冊子1,000部）地元大学と看護専門学校で配布する。
（出前講座）回数が増える出前講座において、ノートパソコンとプロジェクターを使い効果的に行う。
（中学生向け啓発冊子3,300部）消費者教育として、市内中学生に、中学生向けに作られた消費者啓発冊子を配布する。
（高齢者世帯向け啓発冊子14,000部）市内高齢者世帯に、消費生活で困ったことがあればすぐに消費生活センターに相談してもらうために啓発冊子を配
布する。
（回覧板2,000冊）相談事例の書かれた回覧板を作成・配布して、普段から使用してもらう。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県開催の研修のうち、定例の研修以外には不参加

（強化）
従来参加していなかったテーマや対象者を別にした研修について、相談員及び職員の参加を支援。新任の相談員に対し国民生活センター主催の相談
カード作成セミナーへの研修参加を支援。相談員と職員に対して新しく替わるPIO-NET2015の操作研修への参加を支援。消費者教育シンポジウムへの
参加、計8名、合計41回の旅費と負担金を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 3名の相談員で対応。消費生活相談員の勤務時間は６時間で相談時間と同じ時間であり集中してPIO-NETを入力する時間がない。

（強化）
増加する相談と啓発活動に対応するため、27年4月より相談員を1名増員し、4名で対応。相談員の勤務時間を1時間増やし、PIO-NETを入力する時間を
設ける。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）
（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費生活センターには相談員３名分の机と椅子しかない。

（強化） 相談・啓発の強化のために増員する消費生活相談員１名分の机と椅子購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -928                 千円 前年度差 -292               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 11,823             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 4,991                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 23,533               千円

うち交付金等対象経費 11,710             千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 12,115             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 4,590              千円

4        4,991      

平成20年度の消費者行政予算 12,751               千円

前年度の消費者行政予算 16,705               千円

4        2,430  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○

従来参加していなかったテーマや対象者を別にした研修について、相談員及び職員の参加
を支援。新任の相談員に対し国民生活センター主催の相談カード作成セミナーへの研修参
加を支援。相談員と職員に対して新しく替わるPIO-NET2015の操作研修への参加を支援。消
費者教育シンポジウムへの参加、計8名、合計41回の旅費と負担金を支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 4            

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,060 125 合計 2,275 61 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

印刷費４３　消耗品費１８

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用資料作成 61 61 

旅費１２１　研修参加負担金４

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬 2,060 2,060 報酬2,060

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加支援(基金) 154 125 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

022207 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 富士宮市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） キャンペーン・出前講座実施の際、啓発資料が不足している。

（強化） 啓発資料を増量購入して配布。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 研修参加旅費は予算の範囲で調整しているため、宿泊及び遠隔地の研修には１回または２回程度の参加に留まる。

（強化） 国民生活センター研修へ３回参加、県内高度化研修に参加。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 日額報酬支給(１日６時間勤務)の相談員３人交替でも窓口１人体制。

（強化） 相談員３人のうち１人を月額報酬支給(１日７．５時間勤務)の常駐とし、２人(１日６時間勤務)を交替勤務とし、相談窓口を原則２人体制とする。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -554                 千円 前年度差 95                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,049              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,060                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 7,295                 千円

うち交付金等対象経費 2,246              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4,954              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,026                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,133              千円

3        2,060      

平成20年度の消費者行政予算 5,603                 千円

前年度の消費者行政予算 7,087                 千円

3        1,530  

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県内外開催の研修への参加旅費・負担金支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 3            

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

3,686 166 合計 4,759 907 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

報償費572　印刷製本費98　委託料1569　賃借料20

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者団体との協働出前講座、消費者教育副教材作成
委員謝金、消費者教育推進地区用チラシ作成、消費者
団体との協働スマートクッキング講座、消費者教育副教
材委託料【交付金】

2,259 907 1,352 

旅費156　負担金10

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者教育推進員の設置【交付金】 2,264 　 2,264 共済費193　賃金2071

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員の研修参加費、負担金【基金】 166 166 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

消耗品費10

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

建築アドバイザーの委嘱【交付金】 60 60 報償費60

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

食品表示法改正に伴う参考図書の記入【交付金】 10 10 

221007 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 静岡市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 広報紙、チラシ、出前講座等での注意喚起情報の提供、専門講座開催による啓発事業や、消費生活モニターによる月１度の価格調査の実施

（強化） 消費者団体との協働事業、消費者教育副教材の改訂事業やチラシの配布に効果的な消費者教育を推進する

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） H21に増員した２人分の消費生活相談員の研修機会の不足

（強化） 増員した２人を含む消費生活相談員の研修参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者教育に専門的に取組む人材の不足

（強化） 消費者教育推進員を設置し消費者教育を推進する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 食品表示に関する図書５冊

（強化） 食品表示改正に伴う参考図書を追加購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 住宅リフォーム工事関係等の相談における工事の必要性や有効性に判断を要する数情報の不足

（強化） １級建築士に建築アドバイザーを委嘱し、住宅リフォーム工事関係等の相談における工事の必要性や効果について消費生活相談員に助言

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 15,338              千円 前年度差 597                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 65,524             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,264                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 70,283               千円

うち交付金等対象経費 4,759              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 64,927             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 445                 千円

1        2,264      

平成20年度の消費者行政予算 50,186               千円

前年度の消費者行政予算 65,372               千円

1        1,596  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 増員した消費生活相談員の研修参加費、負担金

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 10          人 今年度末予定 相談員数 9            

相談員総数 9            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 10          人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

193 284 合計 477 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品費193

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

出前講座等で使用する啓発物品の購入【交付金】 193 193 

旅費267、研修参加負担金17

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター、県等の研修に参加【基金】 284 284 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222127 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 焼津市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 出前講座等で効果的ない啓発ができるよう講師（職員、相談員）を派遣するとともに教材等を作成する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県開催の研修に、すでに相談業務にあたっている相談員1名参加のための旅費を支援

（強化） 国民生活センター等が主催の研修会に職員及び相談員の参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -738                 千円 前年度差 259                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,578              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 6,055                 千円

うち交付金等対象経費 477                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,319              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 812                 千円

平成20年度の消費者行政予算 6,316                 千円

前年度の消費者行政予算 6,131                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 有

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、県等が主催する専門研修への参加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定 相談員数 4            

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,368 272 合計 7,124 774 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品100、印刷製本674

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

障害者見守りガイドブックの作成、中学生用リーフ
レットの作成【交付金】

997 774 

旅費259、負担金13

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の増員（Ｈ２３～）、相談員配置のための処
遇改善（Ｈ２６～）【交付金】

5,660 2,308 賃金2,308

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター・県主催の研修へ参加【基金】 407 272 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

消費生活相談対応強化のための専門家（司法書
士）の活用【交付金】

60 60 報償費60

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

022050 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 藤枝市 自治体コード



86 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 障害者の見守りガイドブックの作成、中学生向けのリーフレットの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター、県主催の研修へ参加

（強化） 国民生活センター、県主催等の研修へまんべんなく参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週５日２人体制、相談員賃金　～H25　【有資格者】・・・1,100円、1,050円　【無資格者】・・・1,000円

（強化） 年々、増加する相談への時間外勤務手当の支給

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談対応力強化のために、アドバイザー（司法書士1人）を委嘱し、複雑な相談についての更なる助言をいただく

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



87 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 528                  千円 前年度差 -52                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,028              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,308                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 8,442                 千円

うち交付金等対象経費 3,414              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,080              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,318                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 3,247              千円

4        2,308      

平成20年度の消費者行政予算 4,500                 千円

前年度の消費者行政予算 8,327                 千円

4        2,916  

対象人員数
（報酬引上げ）

4        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



88 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、県主催の研修等への参加を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 処遇改善　賃金単価　H26～　【有資格者】・・・1,250円　【無資格者】・・・1,050円

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定 相談員数 4            

相談員総数 4            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4            人 今年度末予定



89 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

20 181 合計 687 486 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費　486

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発物品の購入【交付金】 486 486 

旅費175　研修参加負担金6

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター及び県が開催する研修への参加
支援、PIO-NET操作研修への参加支援【基金】

181 181 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

需用費　20

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

執務参考図書の購入【交付金】 20 20 

222097 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 島田市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 訪問販売防止のための掲示板（合併前地区対象）を配布

（強化） 中学生を対象とした啓発冊子を購入し、講座等で配布する

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 年１回１名が国民生活センターが行う研修へ参加

（強化） 国民生活センターが開催する研修に２名参加、PIO-NET操作研修に４名参加し、静岡県が開催する高度専門消費者研修への参加を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 既存の参考図書が法改正に対応できていない

（強化） 相談員の特商法関連相談対応力強化のため、参考図書を購入する

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -283                 千円 前年度差 87                   千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 6,232              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 6,919                 千円

うち交付金等対象経費 687                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 6,145              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 1,905              千円

平成20年度の消費者行政予算 6,515                 千円

前年度の消費者行政予算 8,050                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催研修及びPIO-NET操作研修への参加支援、県が開催する研修への参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3            人 今年度末予定 相談員数 3            

相談員総数 3            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,159 381 合計 4,814 130 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品　284

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発【交付金】 394 130 154 

旅費　355　　消耗品（資料代）　26

⑧消費生活相談体制整備事業
相談窓口を週5日開設し相談員2名が常勤とし社会
保険へ加入する【交付金】

4,010 2,005 報酬　1,741　共済費　264

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員及び相談に従事する職員の研修への参加
支援【基金】

410 381 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222267 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 牧之原市 自治体コード



94 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 新成人、高齢者向け悪質商法被害のパンフレット作成

（強化） 中学生、高校生を対象とした悪質商法被害防止のパンフレット作成、相談者へ「くらしの豆知識」等の配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 研修には予算の範囲内で参加

（強化） 相談員及び相談に従事する職員が、希望する研修に参加できるように旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口は、週半日開設。相談員は、週半日勤務

（強化） 消費生活相談窓口を週５日開設し、相談員２名を常勤とする

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



95 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 3,610                千円 前年度差 -152               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4,685              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,005                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 7,355                 千円

うち交付金等対象経費 2,670              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4,837              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,934                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 2,490              千円

2        2,005      

平成20年度の消費者行政予算 1,075                 千円

前年度の消費者行政予算 7,327                 千円

2        2,368  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



96 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 常勤相談員の相談員に対し、社会保険への加入。通勤手当を支給

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



97 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

- 130 合計 248 118 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

印刷製本費118

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止リーフレットの配布。【27当初】 118 118 

旅費97、需用費17、研修負担金16

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・担当者の研修参加支援。教材・受講料・参
考図書購入。【基金】

130 130 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

022424 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 吉田町 自治体コード



98 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 町広報誌に消費生活関係の記事を掲載していた。

（強化） 町広報誌に記事を掲載するとともに、リーフレットを作成し、町内へ全戸回覧。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 平成２０年度までは地区別研修会のみに参加していた。

（強化） 県や国が主催する相談員研修等に相談員・担当者が参加できるよう旅費を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



99 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 259                  千円 前年度差 -133               千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 783                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 1,031                 千円

うち交付金等対象経費 248                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 916                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 213                 千円

平成20年度の消費者行政予算 524                    千円

前年度の消費者行政予算 1,129                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



100 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県や国が主催する相談員研修会等に相談員・担当者が参加できるよう旅費を支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



101 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

210 - 合計 210 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費210

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用冊子作成【交付金】 210 210 

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

224294 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 川根本町 自治体コード



102 市町村事業計画

２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 講演会を開催し啓発を図る。

（強化） 講演会に加え、全戸を対象に啓発用冊子を配布し啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



103 市町村事業計画

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -1                    千円 前年度差 -                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 34                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 244                    千円

うち交付金等対象経費 210                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 34                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 210                 千円

平成20年度の消費者行政予算 35                     千円

前年度の消費者行政予算 244                    千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



104 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



105 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

818 176 合計 3,425 556 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

報償費30、需用費938、役務費120

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発チラシ、グッズの作成、バスの広告及びアドバ
イザーによる講座の開催【交付金】

1,183 556 532 

旅費136　負担金40

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の報酬増額【交付金】 2,036 261 賃金261

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県及び国民生活センター主催の研修参加【基金】 181 176 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

消費生活アドバイザーとして弁護士及び司法書士
を委嘱【交付金】

25 25 報償費25

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222119 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 磐田市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

相談員の報酬を見直し、引き上げた。(週2日勤務　月額9,300円、週3日勤務　月額12,400円の増額）

消費者被害防止のための啓発用品が不足していた。

啓発チラシやグッズの作成及びアドバイザーによる消費生活に関する講座を実施する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

予算が少なく、研修に参加できる機会がなかった。

多様化、複雑化する相談に対応するため、県及び国民生活センター主催の研修に参加する。

消費者庁創設に伴い、業務量が増加したにもかかわらず、相談員の報酬は従前のままだった。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

なし

アドバイザー（弁護士・司法書士各1名）を委嘱し、高度な相談について随時助言いただく

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -2,244              千円 前年度差 -313               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,609              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 261                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 4,159                 千円

うち交付金等対象経費 1,550              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,922              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 261                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,599              千円

2        261         

平成20年度の消費者行政予算 4,853                 千円

前年度の消費者行政予算 4,521                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 相談員レベルアップのため、各種研修会に参加する

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 非常勤嘱託職員の報酬向上(週2日月額57,300円から66,600円へ、週3日月額87,500円から99

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

794 320 合計 1,114 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

講座謝礼91　啓発資料160　グッズ350

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発講座の強化、消費者被害防止啓発資料及び
グッズ購入【交付金】

601 601 

旅費272　研修参加負担金48

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金アップ【交付金】 123 123 賃金98　保険料25

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・担当職員・担当係長等の研修への参加支
援【基金】

320 320 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

アドバイザー謝礼【交付金】 70 70 報償費70

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222135 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 掛川市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者団体による出前講座６回。市費の範囲内で出前講座資料を作成。

（強化） 地域での出前講座の開催を増やし、より多くの市民に啓発を図る。出前講座やイベント等で啓発資料、啓発グッズを配布し啓発強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 市費の範囲内で担当職員１名・相談員１名が県主催の既存研修会へ参加。

（強化） 担当職員・担当係長等２名・相談員１名が県主催の新規研修会や司法書士会、関係機関主催の研修会へ参加。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員の賃金時給1,310円。

（強化） 相談員の賃金を上げる。時給1,340円。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 相談員が無い状況。

（強化） 困難な事例を専門性の高い司法書士へ相談する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -955                 千円 前年度差 -309               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,901              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 123                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 5,015                 千円

うち交付金等対象経費 1,114              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4,210              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 123                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 992                 千円

1        123         

平成20年度の消費者行政予算 4,856                 千円

前年度の消費者行政予算 5,202                 千円

1        39.5    

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修会参加にための旅費支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の賃上げ

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



113 市町村事業計画

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

170 179 合計 728 379 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品費261　印刷費118

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費者出前講座での劇団との連携【交付金】 120 120 報償費120

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発グッズ、啓発リーフレットの作成【交付金】 379 379 

旅費169  研修参加負担金10

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・行政職員の研修参加支援【基金】 179 179 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

消費生活相談専門アドバイザー（弁護士・司法書
士）への謝礼【交付金】

50 50 報償費50

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222160 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 袋井市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 啓発グッズ(4,000個)・啓発用リーフレット(4,500枚)を作成し、市内のシニアクラブ及び中学・高校、イベント等で配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） ほ～い布井（ほい）劇団と連携して消費者出前講座を実施した際の謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員の自費による研修参加等

（強化） 日本消費者協会の研修、県開催の研修、弁護士・司法書士等開催の事例検討会等の旅費及び参加負担金を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 消費生活専門アドバイザー（弁護士、司法書士）への謝礼

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 2,856                千円 前年度差 190                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 3,698              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

今年度の消費者行政予算 4,426                 千円

うち交付金等対象経費 728                 千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 3,508              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち交付金等対象経費 690                 千円

平成20年度の消費者行政予算 842                    千円

前年度の消費者行政予算 4,198                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターの研修への参加旅費を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

620 80 合計 909 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費600

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発グッズの作成・リーフレットの作成【交付金】 697 600 

旅費72 負担金8

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県内外の研修に積極的に参加する【基金】 182 80 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

需要費20

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

参考図書の購入 30 20 

222232 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 御前崎市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発用ステッカー、振り込め詐欺防止用チラシ、啓発用ポケットティッシュの作成

（強化） 高校生のための消費者教育リーフレットの作成、時事ネタ詐欺防止啓発用チラシの作成、時事ネタ詐欺防止啓発用うちわの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員の国民生活センター主催研修会の参加、(財）日本消費者協会主催の研修への参加

（強化） 消費者安全確保連絡協議会の設立準に向けた研修への参加、消費者教育を広めるための研修への参加をする。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 参考図書の購入（気をつけようネット中毒・気をつけよう消費者トラブル・クレサラ整理実務必携・消費者六法等）｢Q&Aインターネットに法的論点と実務対応｣及び｢弁護士専門講座、インターネットの法律実務｣

（強化） 参考図書の購入（インターネット関連参考図書の購入）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -195                 千円 前年度差 160                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,736              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 3,436                 千円

うち交付金等対象経費 700                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,576              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 690                 千円

平成20年度の消費者行政予算 2,931                 千円

前年度の消費者行政予算 3,266                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 -            

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,095 74 合計 1,801 0

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

消耗品費488

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

「見守りネット」の充実【交付金】 20 20 消耗品費20

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発【交付金】 518 488 

旅費74

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金、雇用保険料等【交付金】 1,174 587 賃金582、雇用保険料5

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・職員の研修参加費用【基金】 89 74 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222241 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 菊川市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前行政講座「気を付けて！悪質商法」開催

（強化） 消費者被害防止のため、若者向けのパンフレット（500部）購入。グッズ（団扇等3種類）をイベントや講座にて購入及び配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） 民生委員、介護・福祉事務所を市役所が「菊川市高齢消費者・障がい消費者見守りネット」により連携して、地域の高齢者・障がい者を見守る。

（強化） 見守りネット事業を充実させるためのパンフレット（100部）を購入し配布。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県西部地区の研修会に参加（在宅相談員2名・職員）

（強化） 県・国民生活センター主催の研修及び他機関からの研修に積極的に参加予定（相談員1名・職員）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談は基本的に在宅、月2日の勤務及び研修参加

（強化） 週5日、1日5時間勤務として相談業務に対応

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 577                  千円 前年度差 24                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 862                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 587                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,031                 千円

うち交付金等対象経費 1,169              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 838                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 564                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 855                 千円

1        587         

平成20年度の消費者行政予算 285                    千円

前年度の消費者行政予算 1,693                 千円

1        1,215  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人



124 市町村事業計画

６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加必要経費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            

相談員総数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

252 75 合計 341 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費247

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止啓発品配布、講習会・出前講座の
開催【交付金】

261 247 

旅費72　研修参加負担金3

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県及び国民生活センター等主催の研修に参加【基
金】

75 75 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

需用費5

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口案内板の設置【交付金】 5 5 

224618 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 森町 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 高齢者被害防止のための啓発

（強化）
被害防止啓発リーフレット・クリアファイルを作成し全世帯に回覧及び講座等で配布。見守りに関するリーフレットを作成し民生委員等に配布。一般向け講
座や出前講座を開催する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県西部開催の研修会に参加

（強化） 県内研修会、県外国民生活センター主催研修会に職員が参加する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談窓口案内板を設置する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 -106                 千円 前年度差 7                    千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 142                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 469                    千円

うち交付金等対象経費 327                 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 135                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 958                 千円

平成20年度の消費者行政予算 248                    千円

前年度の消費者行政予算 1,093                 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定
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電車、バス、タクシー等の広告により、消費者被害防止等消費者教育の推進を図る。

０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

5,586 475 合計 32,459 26,299 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

消費者教育プログラム開発業務委託【交付金】 5,000 5,000 委託料5000

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

謝礼250   需用費4249
備品購入費100　広告料10850
委託料6100

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

消費者団体との連携強化（消費者教育啓発シンポ
ジウム開催業務委託）【交付金】

2,000 2,000 委託料2000

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

出前講座への講師派遣、消費者教育等啓発用品
の購入・作成、消費者教育啓発ＤＶＤの購入、消費
者教育啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、消費者被害防止等
消費者教育推進広告（交通広告、雑誌）掲出、高
齢消費者被害防止啓発業務委託、保育園等消費
者教育啓発教材作成業務委託【以上、すべて交付
金】

21,549 21,299 250 

旅費450　出席者負担金25

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者教育コーディネーターの配置【交付金】 3,000 3,000 報酬2600　共済400

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

高度専門消費生活相談員研修参加【基金】、ＰＩＯ
ＮＥＴ端末操作研修参加【基金】

574 475 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

需用費17　旅費139

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士助言委嘱【交付金】 180 180 報償費180

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活相談員の対応力強化のため専門図書を
購入、消費者教育拠点整備のため先進都市を視
察【交付金】

156 156 

221309 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 浜松市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存） なし

（強化） 消費者教育に取り組む中学校教員を支援するため、教員用教材及び教員用指導ガイドの作成を委託

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 悪質商法による消費者被害の防止を目的とした教材の購入、チラシの作成

（強化）

地域の人材を活用した出前講座への講師派遣（50回）、消費者教育の推進に関する法律を踏まえた啓発用品の購入と作成、消費者教育啓発ＤＶＤの購
入（2本）、フェアトレードショップ案内パンフレットの作成（2000部）、消費者被害防止等消費者教育の推進を目的とした啓発広告（電車・バス等交通広告、
雑誌広告）の実施、寸劇による高齢消費者被害防止業務委託、保育園等消費者教育啓発教材作成業務委託、ラジオ等によるエシカル消費啓発業務委
託

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存） なし

（強化） 消費者団体と連携して消費者教育を推進するため、シンポジウム開催事業を委託

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員研修（専門・事例講座に参加）

（強化） 国、県、国民生活センター主催の高度専門研修会、ＰＩＯＮＥＴ説明会への相談員6名及び職員の参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 学校関係者との連携を促進するため、消費者教育コーディネーターを1名配置

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費生活相談員用図書購入

（強化） 食品表示法の施行に対応するため参考図書を新規購入、消費者教育拠点整備のため先進都市視察

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 高度に専門的な消費生活相談に対応するための弁護士活用（18回）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 15,358              千円 前年度差 -2,295             千円

うち先駆的事業 5,000                 千円

うち交付金等対象外経費 18,549             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,000                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 50,909               千円

うち交付金等対象経費 32,360             千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 20,844             千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 29,498             千円

1        3,000      

平成20年度の消費者行政予算 3,191                 千円

前年度の消費者行政予算 50,342               千円

1        1,815  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 有

②研修参加支援 ○ 高度専門研修への相談員６人の参加機会継続

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 6            人 今年度末予定 相談員数 6            

相談員総数 6            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6            人 今年度末予定
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０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,042 253 合計 1,421 65 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

需用費137

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育及び啓発のための資料、消耗品の購
入【交付金】

163 65 72 

旅費253

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の開設時間の延長【交付金】 940 940 報酬940

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員等の県及び国民生活センター主催研修会
等への参加支援【基金】

288 253 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

専門アドバイザー委嘱（司法書士、弁護士）【交付
金】

30 30 報償費30

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

222216 平成 27 年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

市町村事業計画様式

都道府県名 静岡県 市町村名 湖西市 自治体コード
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２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座、リーフレットの配布

（強化） 出前講座の告知の増加と相談者の年齢等に敵した被害防止用リーフレットの配布枚数の増加

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県主催の研修会等への参加

（強化） 県主催および国民生活センター主催の研修会へ相談員等を参加させるための支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談窓口を9：00～12：00まで開設している。

（強化） 相談窓口を9：00～15：00まで開設している。（平成２５年４月から）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） なし

（強化） 専門アドバイザーの委嘱（弁護士、司法書士）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能
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３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 298                  千円 前年度差 -1                   千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,329              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 940                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

今年度の消費者行政予算 2,689                 千円

うち交付金等対象経費 1,360              千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,330              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 940                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象経費 1,334              千円

2        940         

平成20年度の消費者行政予算 1,031                 千円

前年度の消費者行政予算 2,664                 千円

2        783     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人
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６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

④その他

前年度における首長表明の有無 有

○ 県内外開催の研修等への参加旅費支給

③就労環境の向上

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 今年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            

相談員総数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定



別添

自治体名 浜松市

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
交通広告事業

①

電車、バス、タクシー等の広告により、消費者被害防止等消費
者教育の推進を図る。

8,050 無

消費者教育プログラム開発業務

④

消費者教育に取り組む中学校教員を支援するため、教師用教
材と指導ガイドを開発

5,000 無 先駆的事業

計 13,050

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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